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ロボット等による電波の利用

 無線局の免許

電波を使用する場合は、原則、無線局免許が必要【電波法第４条】

 無線局免許の審査にあたっては、総務省令（無線設備規則）に定める技術基準への適合性や
周波数の割当て可能性につき審査を行う。

ただし、次のような出力が小さな無線設備の場合は、無線局の免許は不要【電波法第４条但し書き】

 電波の出力が著しく微弱※１な無線設備【電波法第４条第１項】
※１：電波法施行規則第６条第１項、第２項において出力を規定

 出力1W以下で総務省令で定めるもの※２であって、混信防止機能を備え付けており、技術基準適合証明※３

を受けている無線設備【電波法第４条第３項】
※２：電波法施行規則第６条第４項において対象無線局を規定（用途、周波数、空中線電力等）
※３：無線設備規則に適合していることの証明 ⇒ 無線ＬＡＮ機器等が該当

 無線の周波数

無線の周波数は、国際周波数分配に基づいて使用しなければならない。
⇒外国では使用できる無線設備であっても、日本国内では周波数を変更しなければ使用できない場合がある。

※ 例えば、５．８GHz帯無線LANは米国では使用できるが、同周波数帯は日本ではETC等が使用しているた
め、そのまま使用することはできない。（ETC等に混信・妨害が発生する可能性がある。）
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※ 例えば、２．４GHz帯の無線LANが使用する周波数や送信出力は、情報通信審議会において他の無線シス
テムへ与える混信の度合い等を勘案して整理され、その結果を踏まえて無線設備規則で技術基準を規定
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第１地域

第３地域

第２地域

第３地域

 周波数分配のための地域割り

第一地域 第二地域 第三地域

470-790
放送

470-512
放送 固定 移動

470-585
固定 移動 放送

512-608
放送 585-610

固定 移動 放送 無線航行608-614
電波天文 移動衛星（航空移動衛星（地球から宇宙）を除く。） 610-890

固定 移動 放送614-698
放送 固定 移動

698-806
放送 固定 移動790-862

固定 放送 移動（航空移動を除く） 806-890
固定 移動 放送862-890

固定 移動（航空移動を除く） 放送

 国際周波数分配表（一部抜粋※） ※脚注を除く

国際電気通信連合（ITU）憲章

に規定する無線通信規則により、
世界を３つの地域に分け、周波
数帯ごとに業務の種別等を定め
ている。（国際分配）

第一地域 欧州・アフリカ
第二地域 北米・南米
第三地域 アジア・オセアニア

国際分配をもとに、国内で割当可能
な周波数、業務の種別、目的、条件
等を規定 ⇒「周波数割当計画」
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我が国の電波の利用形態

降雨で弱められる

携帯電話 ＰＨＳ ＭＣＡシステム
タクシー無線 ＴＶ放送 防災行政無線
移動体衛星通信 警察無線 簡易無線
レーダー RFID アマチュア無線
無線ＬＡＮ（2.4GHz帯） コードレス電話
ＩＳＭ機器

ＵＨＦ

ＦＭ放送(コミュニティ放送) マルチメディア放送
防災行政無線 消防無線 列車無線
警察無線 簡易無線 航空管制通信
無線呼出 アマチュア無線 コードレス電話

ＶＨＦ

船舶・航空機無線 短波放送
アマチュア無線

短 波

固定間通信 放送番組中継
衛星通信 衛星放送
レーダー 電波天文･宇宙研究
無線ＬＡＮ（5GHz帯）
無線アクセスシステム(22,26,38GHz帯)
狭域通信システム(ETC) ＩＳＭ機器

マイクロ波
船舶通信 中波放送（ＡＭラジオ）
アマチュア無線 船舶･航空機用ビーコン

中 波

電波天文 衛星通信
簡易無線 レーダー

ミリ波
船舶･航空機用ビーコン
標準電波

長 波

波長
周波数

超長波
ＶＬＦ

長 波
ＬＦ

中 波
ＭＦ

短波
ＨＦ

超短波
ＶＨＦ

極超短波
ＵＨＦ

マイクロ波
ＳＨＦ

ミリ波
ＥＨＦ

サブミリ波

10km
30kHz
(3万ﾍﾙﾂ)

1km
300kHz

(30万ﾍﾙﾂ）

100m
3MHz

(300万ﾍﾙﾂ)

10m
30MHz

(3千万ﾍﾙﾂ)

1m
300MHz
(3億ﾍﾙﾂ)

10cm
3GHz

(30億ﾍﾙﾂ)

1cm
30GHz

(300億ﾍﾙﾂ)

1mm
300GHz
(3千億ﾍﾙﾂ)

0.1mm
3000GHz
(3兆ﾍﾙﾂ)

100km
3kHz

(3千ﾍﾙﾂ)

利用技術の難易度

伝送できる情報量

電波の伝わり方

難しい

大きい

直進する

主な利用例

小さい

障害物の後ろに回り込む

易しい

使いやすい帯域→需要大

主に携帯電話、放送、衛星
通信等で利用
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周波数帯 送信出力 送信出力関係規定 通信距離 無線局免許 備 考（システム名称、無線局種）

73MHz帯† ※１
電波法施行規則第6

条第1項 1～5km 不要 微弱無線 †ラジコン専用波

350MHz帯 1W 電波法施行規則第13
条（及び告示） 2～10km 登録 簡易無線局

400MHz帯 10mW
電波法施行規則第6
条第2項（及び告示）

500～3km

不要 特定小電力無線920MHz帯 20mW 1～3km

1.2GHz帯 10mW 500～2km

2.4GHz帯 10mW/MHz※３
電波法施行規則第6
条第4項及び無線設
備規則第49条の20

500m～3km 不要 小電力データ通信システム

150MHz帯 50W
電波法関係審査基準

～10km以上 要
携帯局（狭帯域デジタル無線）

400MHz帯 50W ～10km以上 要

※1：500mの距離において、電界強度が200μV/m以下。
※2：他の無線局へ妨害を与えず、かつ、他の無線局からの混信を許容することが運用条件。
※3：FH方式の場合は1MHz当たり3mW以下。

ロボット等に利用可能な周波数帯（主な無線設備）
注：下表の通信距離の値は、一般的な設備を想定した参考値であり、無線設備の仕様や利用環境等により異なる。

周波数帯 送信出力 送信出力関係規定 通信距離 無線局免許 備 考（システム名称、無線局種）

200MHz帯 5W以下
無線設備規則第49

条の30 ～10km 要 陸上移動局（公共BB移動無線）

1.2GHz帯 ※２ 1W 電波法関係審査基準 1～3km 要 携帯局

2.4GHz帯 10mW/MHz※３
電波法施行規則第6
条第4項及び無線設
備規則第49条の20

～300m 不要 小電力データ通信システム

50GHz帯 30mW 電波法施行規則第13
条（及び告示） 1～5km 要 簡易無線局

■無線操縦 （操縦者⇒無人機器）

■画像伝送等 （無人器機 ⇒ 操縦者）
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